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   Ｈ０１Ｌ  21/8242   (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月30日(2013.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部表面と、１：０．２乃至１：０．３の範囲の深さ対幅のアスペクト比を有する前記
上部表面に形成された開口とを有する層と、
　前記開口の表面に部分的に形成される下部電極であって、前記下部電極の上端部が前記
上部表面下の深さで形成され、前記下部電極はポリシリコンを含まず、
　前記下部電極層の上に形成されたポリシリコンによる還元性を有する誘電体材料層と、
　前記誘電体材料層の上に形成された上部電極層と
を有することを特徴とする集積回路。
【請求項２】
　前記誘電体材料層は、前記層の上部表面の上に延在する
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項３】
　前記誘電体材料層は、酸化タンタルと、窒化チタンと、チタン酸バリウムストロンチウ
ムと、チタン酸鉛ジルコニウムとからなるグループから選択された材料で形成される
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項４】
　金属層が、前記上部電極の上にさらに形成されている
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項５】
　前記下部電極の組成が、前記上部電極の組成と異なる
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項６】
　前記下部電極が導電性プラグへ結合している
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項７】
　前記上部表面下の深さが、０．１ミクロン乃至０、２ミクロンの範囲である
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ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項８】
　前記誘電体材料層が、五酸化タンタルを含む
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項９】
　前記上部電極が、多層導電体である
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
【請求項１０】
　前記下部電極が、窒化チタンを含む
ことを特徴とする請求項１記載の集積回路。
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